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Ⅰ 背景－鑑定評価をめぐる環境の変化

１．不動産の証券化等の不動産投資市場の
拡大とその後の停滞

２．企業会計における不動産の
時価評価ニーズの増大

３．地価の個別化と急激な変化

Ⅲ 依頼者・利用者の拡大・多様化に対応した
鑑定評価業務の信頼性の向上Ⅱ 不動産の鑑定評価の質の向上に向けた取り組み

Ⅳ 不動産鑑定評価基準によらない
価格等調査業務の適正な実施

１．依頼者のニーズに応じた適正な業務提携
の促進とその信頼性・透明性の向上

２．研修の充実
３．他の専門家との連携・協力
４．データベースの構築

１．依頼者との契約に係る書面の取交わしの促進
２．不動産鑑定士・鑑定業者に関する情報の公開
３．不動産鑑定士・鑑定業者の監督・モニタリングの充実
４．国民に広く利用される証券化対象不動産等の
鑑定評価業務の信頼性の向上

５．ルールや基準、実務指針等の機動的見直し及び公表
６．鑑定評価に関する依頼者・利用者の理解の促進

１．価格等調査全般に係る業務の目的や範囲の確定等
に関するルールの策定

２．目的別の価格等調査に関するルールの策定

Ⅴ 官民の役割
分担による実施

「不動産鑑定業者ガイドライン（仮称）」
→業務提携、依頼者との契約、受注の見合
わせ、内部統制体制などに関して鑑定業者
が守るべき事項を定める。
→業界団体が業者向けに自主的に策定

【平成21年3月31日不動産鑑定評価部会における資料（案）】

「社会の変化に対応したよりよい鑑定評価に向けて」不動産鑑定評価
部会報告書

鑑定評価の質の向上／依頼者・利用者に信頼される鑑定評価
実現
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不動産鑑定評価部会等の委員

不動産鑑定評価制度見直し検討小委員会不動産鑑定評価制度見直し検討小委員会不動産鑑定評価制度見直し検討小委員会

部会長 緒方 瑞穂 （株）緒方不動産鑑定事務所代表取締役
部会長代理 前川 俊一 明海大学不動産学部教授
委員 赤井 厚雄 モルガンスタンレー証券（株）証券化 商品部

マネージング・ディレクター
石橋 博 （株）住信基礎研究所取締役社長
井出 多加子 成蹊大学経済学部教授
尾崎 昌利 三井不動産（株）企画調査部長
熊倉 隆治 （株）ティーエルディービーパートナーズ

代表取締役社長
小林 信夫 （財）日本不動産研究所業務部副部長
白田 佳子 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授
杉本 茂 さくら萌和監査法人代表社員
中川 雅之 日本大学経済学部教授
野村 修也 中央大学法科大学院教授
巻島 一郎 （社）不動産証券化協会専務理事
村木 信爾 住友信託銀行（株）不動産コンサルティング部

不動産鑑定室チームリーダー

（五十音順）

委員長 熊倉 隆治 （株）ティーエルディービーパートナーズ
代表取締役社長

委員 奥田 かつ枝 （株）緒方不動産鑑定事務所取締役
木嶋 洋子 中央三井信託銀行（株）不動産投資顧問

部調査役
中山 善夫 ドイツ証券（株）審査部ディレクター
原田 昌平 新日本有限責任監査法人シニアパートナー

金融サービス部長
廣田 裕二 （財）日本不動産研究所研究部国際評価室長

主席研究員
村木 信爾 住友信託銀行（株）不動産コンサルティング部

不動産鑑定室長
横田 雅之 （株）東京証券取引所上場部上場会社担当課長

（五十音順）

不動産鑑定評価部会不動産鑑定評価部会不動産鑑定評価部会
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不動産の鑑定評価の適正性の確保等に向けた取組み（平成２０年度）

7/1 地価調査課に鑑定評価指導室を設
置

10/1 地価調査課（鑑定評価指導室）に基
準係長を設置

７月中旬 鑑定評価等実績調査
（４～６月期）

10/21～12/9
不動産鑑定業者に対する立入検査
（30社）の実施（地方整備局等と共同）

「不動産鑑定業者の業務等の検査実
施要綱」及び「平成２０年度における
不動産鑑定業者に対する立入検査の
実施方針」パブリック・コメント

10/1 「不動産鑑定業者の業務等の検査
実施要綱」及び「平成２０年度にお
ける不動産鑑定業者に対する立入
検査の実施方針」施行

10月中旬 鑑定評価等実績調査

（７～９月期）
１月下旬 鑑定評価等実績調査

（10～12月期）
４月中旬 鑑定評価等実績調査

（１～３月期）

４～６月期 ７～９月期 １０～１２月期 １～３月期

１月上旬～ 平成20年業務実績報告

1/23～ 収益不動産に係る収入・費用

項目アンケート及びＤＢ化

9/5 証券化対象不動産の鑑定評価等の
適正な実施について（通知）

6/30 フォローアップ委員会①

6/8・11・18 フォローアップ委員会ＷＧ①～③
3/13

フォローアップ委員会②

1/14・30 フォローアップ委員会ＷＧ④・⑤
10/22～12/10
鑑定評価の依頼者に対するヒ
アリング（９社）の実施

3/30（予定）
「不動産ファンドの鑑定評価を

めぐる諸問題」セミナー
（（社）日本不動産学会）

市
場
と
の
対
話

市
場
と
の
対
話

3/中下旬（予定）
平成20年度立入検査の総括（公表）

1/23～ 鑑定評価書等（７～12月期）に
係るＤＣＦシートのＤＢ化

（法４５条に基づく取組み）

実
態
の
把
握

実
態
の
把
握

（書
面
調
査
）

（書
面
調
査
）

実
態
の
把
握

実
態
の
把
握

（立
入
検
査
）

（立
入
検
査
）

（評
価
手
法
等
の
）

（評
価
手
法
等
の
）

精
緻
化

精
緻
化

体
制
の
強
化

体
制
の
強
化

・・

人
材
の
育
成

人
材
の
育
成

10/1 地方整備局等への事務委任
（不動産鑑定業者及び不動産鑑
定士の登録及び監督等）

10/7・8 地方整備局等担当者研修

ルール化／透明化ルール化／透明化：不動産鑑定評価基準の改定（各論第３章の追加）（平成１９年７月施行）、不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準（平成２０年４月施
行）、東京証券取引所上場規定の改定（J-REITによる海外不動産の取込）（平成２０年５月施行）

9/18～26

3/下旬（予定）
立入検査結果等について

（社）日本不動産鑑定協会等
を通じた周知徹底（通知）

＜公表後にURLを挿入＞
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住宅地
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緑字は流通に係る課税
赤字は保有に係る課税
青字は譲渡に係る課税
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土地に係る流通税（登録免許税・不動産取得税）の経緯

土地に係る登録免許税の特例措置

土地に係る不動産取得税の特例措置

Ｓ４２～６１ Ｓ６２～６３ Ｈ元～５ Ｈ６～１０ Ｈ１１～１４ Ｈ１５～２０

本則税率 ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ ２％

税率の特例 － － － － － １％

課税標準の特例 － 150/100 － 40/100 １／３ －

5

Ｓ２９～５６ Ｓ５６～Ｈ５
Ｈ６

（固定資産の７
割評価導入）

Ｈ７ Ｈ８～１４ Ｈ１５～２０

本則税率 ３％ ４％ ４％ ４％ ４％ ４％

税率の特例 －
３％

（住宅に限る）
３％

（住宅に限る）
３％

（住宅に限る）
３％

（住宅に限る）
３％

課税標準の特例 － 150/100 １／２ ２／３ １／３ １／２－



土地に係る譲渡益課税の経緯（個人）

＜長期＞ ＜短期＞
昭和44年度 分離課税制度の導入 14％ 52％

昭和47年度 20％

昭和48年度

昭和49年度 26％
2000万円

3/4総合課税昭和51年度 26％
4000万円 8000万円

1/2総合課税 3/4総合課税昭和55年度 26％

1/2総合課税昭和57年度 長短区分の改正(10年) 26％
2年以下

昭和62年度 超短期重課制度の創設 52％65％
※所得税の最高 税率50％長短区分の改正（5年）

32.5％平成元年度 26％
＋30％

39％平成３年度

39％平成７年度 32.5％

39％平成８年度 26％ 32.5％
6000万円

平成10年度 超短期重課制度の廃止 26％ 52％32.5％

平成11年度 26％

平成16年度 20％ 39％

※株式等他資産との税負担の均衡を図るため
※土地等の譲渡損失と他の所得との損益通算は、廃止する。
※長期譲渡所得の100万円特別控除は、廃止する。

個人の譲渡所得課税制度（所得税＋住民税）
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土地に係る譲渡益課税の経緯（法人）

昭和44年度

昭和47年度
２年以下 ２～５年 ５～10年 10年超

＋20％昭和48年度 法人に係る重課制度の S44.1.1以降の取得分について
創設

昭和49年度

昭和51年度

昭和55年度

昭和57年度 長短区分の改正(10年) 非課税＋20％

平成62年度 超短期重課制度の創設 非課税＋30％ ＋20％
長短区分の改正（5年）

39％平成元年度

平成３年度 ＋10％＋30％ ＋20％

39％平成７年度

平成８年度 ＋10％ ＋５％39％ ＋15％

平成10年度 超短期重課制度の廃止 適用しない
(～H20.12.31)

法人の譲渡所得課税制度（通常の法人税＋追加分離課税（重課））

Ｓ４４．１．１以降の取得分について ＋２０％

＋２０％

＋２０％

＋２０％

＋１０％＋１５％
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土地に係る固定資産税の概要

制度の概要

固定資産評価額 課税標準額 税率 固定資産税額× ＝

地価公示等の７割
を目途として評価

小規模住宅用地：１／６（２００㎡以下）
一般住宅用地：１／３

７割評価 住宅用地の特例 負担調整措置 標準税率

１．４％

固定資産税は、固定資産（土地）を課税対象とし、その所有者を納税義務者として、当該固定資産の所在する市町村が、
当該固定資産の価値に応じて毎年経常的に課税。

負担調整措置の概要

評価額×７０％

前年度課税標準額と同額

［Ａ］が評価額×６０％を上回る場合は６０％

前年度課税標準額＋評価額×５％
＝［Ａ］

［Ａ］が評価額×２０％を下回る場合は２０％

１００

２０

０

負担水準（％）

引下げ

据置き

ゆるやかに
引き上げ

６０

７０

固定資産税評価額各宅地ごとの負担水準の不均衡を是正することを目的に課税標準
額の負担調整措置を導入。
前年度の課税標準額に負担水準（※）に応じた調整（商業地の場合
は右図）を加えて当該年度の課税標準額を算出。

負担水準 ＝
前年度課税標準額

当該年度固定資産評価額

＜条例減額制度＞
市町村の判断（条例）により、課税標準額の法定上限率（右図の負担
水準７０％）を６０％までの範囲で引き下げることを可能とする制度。
（平成１６年度創設）

固定資産評価額
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土地に係る相続税の概要

制度の概要

法定相続分に応ずる各人の取得金額 税率 控除額 法定相続人に応ずる各人の取得金額 税率 控除額

－

５０万円

１億円以下

２００万円

３億円以下

７００万円

１７００万円

４７００万円３億円超

１０００万円以下 １０％ ３０％

３０００万円以下 １５％ ４０％

５０００万円以下 ２０％ ５０％

土地等の価額の減額割合 適用対象面積

事業用宅地 ８０％（事業を継続しない場合５０％） ４００㎡以下（事業を継続しない場合２００㎡以下）

居住用宅地 ８０％（居住を継続しない場合５０％） ２４０㎡以下（居住を継続しない場合２００㎡以下）

不動産貸付、駐車場等に利用されている宅地 ５０％ ２００㎡以下

各人の課税価格
相続又は遺贈により
取得した財産の価額

債務及び葬式費用の額 等
被相続人からの３年以内
の贈与財産の価額 等＋ － ＝

１．各人の課税価格

２．課税遺産の総額

３．相続税の総額

４．各人の相続税

①土地の相続税評価額：地価公示等の８割を目途として評価
②小規模宅地等の課税の計算の特例

各人の課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額（５０００万円＋１０００万円×法定相続人の数） 課税遺産総額－ ＝

課税
遺産
総額

法定相続人の法定相続分（割合）

法定相続人の法定相続分（割合）

法定相続人の法定相続分（割合）

法定相続分に応ずる各取得金額

法定相続分に応ずる各取得金額

法定相続分に応ずる各取得金額

税率

税率

税率

算出税額

算出税額

算出税額

相続税
の総額

×

×

×

＝
＝
＝

×

×

×

→

→

→

＝

相続税
の総額

各人の課税価格

課税価格の合計額
＝× 各相続人等の税額
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土壌汚染地における土地の有効利用促進等に向けた取組

現状と課題

○土壌汚染への関心の高まりに伴い、調査・土壌汚染判明事例が増大。 → 法に基づかない土壌汚染への対応

○詳細な調査や対策に係る費用が大きな負担となっており、特に、コストの高い掘削除去を偏重する風潮の下、土地取引や開発の断念につながる
ケースも発生。 → 過剰な負担の解消、ブラウンフィールド発生の防止

土壌汚染対策法の改正案（平成21年３月13日国会提出）

１．土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充
・一定規模以上の土地の形質変更時における届出義務及び土壌
汚染の調査命令
・自主調査により土壌汚染が判明した場合における規制対象区域
への指定（土地所有者の任意） 等

現行：有害物質使用特定施設の使用の廃止時又は健康被害が生ずるお
それがあると都道府県等が認めるときに調査・報告義務

２．規制対象区域の分類化と必要な対策の明確化
指定区域を次の２種類に分類して指定
・土地の形質変更時に届出が必要な区域
・盛土、封じ込め等の対策が必要な区域（都道府県知事が必要な
対策を指示）

現行：土壌の汚染状態が指定基準に適合しない場合に一律に指定区域
を指定

３．搬出土壌の適正処理の確保
・対策が必要な区域内の土壌の搬出の規制
・搬出土壌に関する管理票の交付・保存義務
・搬出土壌の処理業についての許可制度

現行：搬出土壌に関する規制等なし

土壌汚染対策に係る助成措置

２．土地区画整理事業において、土壌汚染対策を講じるために事業
の長期化が懸念される事業について、土壌汚染調査費を補助対象
に追加。【平成２１年度】

土壌汚染地の有効利用に資する土地取引円滑化のための
情報提供等

○掘削除去の偏重を背景として、汚染土壌の不適正な処理事案も発生。 → 汚染土壌の適正処理の確保

１． 事業所立地履歴や自然由来有害物質の状況を図示したマップの
作成・活用方法等をとりまとめ。【本年度】

２． 掘削除去以外の浄化措置により計画的な土地利用を行っている
実在の土壌汚染地について、その成功要因等を分析・研究し、「サ
クセスモデル」として公開することを検討。【平成２１年度】

３．合理的で適切な対策が実施されるよう、関係省庁が密接に連携し、
土地取引に有用な土壌汚染情報を整備し、開示することについて検
討。【平成２１年度】

１．民間都市開発事業に対する(財)民間都市開発推進機構の融資・
出資等の対象に土壌汚染対策費を追加。【平成２１年度】

既存の措置：土壌汚染対策基金（汚染原因者が不明等の場合に、指
定区域における対策について、(財)日本環境協会が地
方公共団体を通じて助成）
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土壌汚染判明事例件数の推移

土壌汚染については、近年、環境基準を超える事例として報告されるものが増加しており、
それに伴って、対策調査の受注件数・額も増加している。
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＜土壌汚染調査・対策事業の受注実績＞＜年度別の土壌汚染判明事例＞
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（ ）は超過事例数

資料：(社)土壌環境センター「土壌汚染状況調査・対策に関する実態調査結果」
から作成。

注：超過事例は、土壌環境基準又は指定区域の指定基準に適合していないことが
判明した事例。

資料：環境省「平成１８年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例
等に関する調査結果」から作成。
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ブラウンフィールドの推定規模

出典：土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について 中間とりまとめ（環境省・Ｈ１９．４．２０公表）
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